
交通規制課達第2号

信号表示秒数照会事務処理要領を次のとおり定める。

平成17年8月24日

交通規制課長

善視荒金憲治

信号表示秒数照会事務処理要領

（趣旨）

第1条この要領は、信号表示秒数照会事務の処理について必要な事項を定め

るものとする。

（用語の定義）

第2条この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（1）信号表示秒数照会事務交通事故事件、交通違反事件及びその他の事件

捜査で信号機の表示秒数が必要である場合、並びに部外の機関・団体等か

らの信号表示秒数の照会があった場合に､当該信号機の信号表示秒数を調
査し回答する事務（以下「照会事務」という｡）をいう。

（2）信号表示秒数信号機が設置されている交差点において、信号機が表示

した青色、黄色、赤色の灯火、青色の灯火の矢印等の表示時間（以下「信

号秒数」という｡）をいう。

（3）集中制御実施交差点信号機が設置されている交差点において、信号機

が大阪府警察交通管制実施規程（昭和57年大阪府警察本部訓令第16号）

第2条の(5)に規定する交通管制機器の中央装置（以下「中央装置」 とい

う｡）によって、遠隔制御されている交差点（以下「集中制御交差点」と

いう｡）をいう。

（4）信号秒数データ集中制御交差点における信号秒数を中央装置内に電磁

的記録方式により記録したデータをいう。

（照会事務担当者）

第3条集中制御交差点に関するものについては、管制技術第二係が担当する

ものとする。

2集中制御交差点以外の交差点に関するものについては、信号第一係が担当

するものとする。

（照会受付時間）

第4条照会の受付時間は、執務時間内とする。

（照会対象交差点）

第5条照会対象交差点は、大阪府公安委員会が管理する信号制御交差点とす



る。

（照会対象期間）

第6条照会の対象期間は、原則として信号秒数データの保存期間（大阪府警

察行政文書管理規程（平成13年本部訓令第23号）第36条に規定する保存

期間を1年とする行政文書と同じ期間） とする。

（信号表示秒数照会依頼書による照会の受理）

第7条照会事務担当者は、部内所属から信号表示秒数照会依頼書（別記様式

第1号）を受理したときは、信号秒数照会受理状況表（別記様式第2号。以

下「受理状況表」 という。）に必要事項を記載して、照会等の経過を明らか

にしなければならない。

（文書による照会の受理）

第8条捜査関係事項照会書（司法警察職員捜査書類基本書式例（平成12年3

月30日最高検指示第54号）様式第48号）による照会及び裁判所、検察庁、

弁護士会等の公的機関からの文書による照会並びに情報公開請求等による場

合は、受理状況表への記載は省略するものとする。

（回答要領）

第9条照会事務担当者は、第7条の照会依頼を受理したときは、信号表示秒

数を調査のうえ、信号表示秒数照会回答書(別記様式第3号。以下「回答書」

という｡）及び参考資料（交通流図及び信号灯器の配置を示す図面）を作成

し、調査官（管制技術担当）の決裁を受けた後、照会先へ送付するものとす

る。

2照会事務担当者は、第8条の照会を受理したときは、必要書類を作成のう

え､情報公開請求等については行政文書の公開請求等に係る事務処理要領(平

成13年例規（府民）第218号）に基づき回答するものとする。

3照会依頼に集中制御交差点及び集中制御交差点以外の信号秒数照会が混在

する場合には、それぞれの照会事務担当者は、協力して回答書を作成するも

のとする。

（保存期間）

第10条受理状況表（電子文書（大阪府警察行政文書管理規則（平成13年

大阪府公安委員会規則第9号)第2条第2項に規定する「電子文書」をいう。

以下同じ｡）を除く｡)、回答書の保存期間は1年とする。

なお、電子文書としての受理状況表の保存期間は10年とする。

（回答書の捜査書類等への添付）

第11条第9条第1項により部内所属へ送付した回答書については、送付先

所属の判断により、捜査書類等へ添付することを認めるものとする。



附則

この達は、平成17年8月25日から施行する。

附則（平成20年12月9日付交通規制課達第4号）

この達は、平成20年12月10日から施行する。

附則（平成23年9月28日付交通規制課達第6号）

この達は、平成23年10月 1日から施行する。

附則（平成25年3月15日付交通規制課達第2号）

この達は、平成25年4月 1日から施行する。

附則（平成27年3月13日付交通規制課達第2号）

この達は、平成27年4月 1日から施行する。

附則（平成27年8月21日付交通規制課達第3号）

この達は、平成27年9月 1日から施行する。



別記様式第1号

信号表示秒数照会依頼書

次の交差点等に設置された信号機に係る信号表示秒数等について回答願います。

注1照会に必要な事項の記入及び必要項目のチェック(口を■にする｡)をしてください。

注2同一時刻における信号秒数交差点が複数ある場合は､照会交差点名の欄を追加してください。

注3オフセットを照会される方は､基準となる交差点を記入してください。

依頼日平成 年 月 日 ’
所属 係 照会者氏名 警電

○照会日時 平成 年 月 日 時 分

h .

、
Ｄ
Ｊ

照会交差点名 L 七

q ,

卜 〔 ●

信号ｺード
､乱

合 口 ■ h串■ 一一●－■ 一一←■

照会交差点名 信号ｺード

照会交差点名 信号ｺード

○照会事項
口信号秒数｡周期 ロオフセット

基準交差点

O照会理由 口事故 口違反 □その他

備 考

交通規制課チェック欄

口回答不可交差点

口回答連絡



別記様式第2号

信号秒数照会受理状況表
成 年 日（ )受付分 文客番号 他 ／

番
号
所属名
（警電）

係名 発信者
交 差 点 名
(コード番号） （灯連親機脆）

照会年月日 照会事項 照会理由 備 考

1

（ － ）

n交邇憾香

ロ交通指導

口（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

ロ周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

ロ事故

ロ違反

口その他

2

（ － ）

口交通轄杳

口交通指導

□（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

口周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

口事故

口違反

口その他

3

（ － ）

ロ交通捜査

ロ交通指導

口（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

口周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

口事故

□違反

口その他

4

（ － ）

口交通樋香

口交通指導

ロ（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

口周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

口事故

ロ違反

□その他

5

（ － ）

口交通穆香

ロ交通指導

□(． ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

ロ周期･スプリット

ロオフセット

口その他

ロ事故

ロ違反

ロその他

6

（ － ）

口交通捜査

ロ交通指導

□（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

口周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

口事故

口違反

口その他

7

（ － ）

n交通捜杏

口交通指導

□（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

ロ周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

ロ事故

ロ違反

□その他

8

（ － ）

口交通糖査

ロ交通指導

□（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

ロ周期･スプリット

ロオフセット

口その他

口事故

ロ違反

ロその他

9

（ － ）

ロ交通捜査

ロ交通指導

□（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

ロ周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

ロ事故

ロ違反

ロその他

10

（ － ）

･口交通捜香

口交通指導

ロ（ ） （ ） （ ）

平成年月 日

時 分

口周期･スプリット

ロオフセット

ロその他

ロ事故

n違反 I

ロその他 ！



別記様式第3号 交規照第

照

年
号
日月

長殿

規交 通 制 課 長

信号表示秒数回答書

次のとおり回答します。

入力照会日時：

周期：

年月日（ ） 時分

秒

(交差点コード： ）

’

I

※上記の表は交通規制課において記録している当骸信号機の「照会日時」を含む周期の表示秒数です。

智麟職鯉舗桑mr､豪議秒数は同期により具なり議す。

ステップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

秒数

凡
例

－：歩行者又は車両青

1II:歩行者青点滅又は車両赤点滅(R円

帆：車両黄色

e :車両青矢印又は路面電車黄矢印
今：車両青矢印（全方向）
一

■■■■■■■■ :歩行者又は車両赤


